
 

1 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

第二事務所関連通信回線調達 

入札仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 
 
 

 



 

2 
 

 

１． 件 名 

 電力広域的運営推進機関第二事務所関連通信回線調達 

 

２． 調達回線と品質 

 ２．１ 調達回線仕様 

（１）下記拠点ＡＢ間の回線を入札対象とする。 

※全体構成に係る諸元（拠点住所）については、応募書提出企業に別途送付 
 拠点Ａ 拠点Ｂ 帯域 

IP-VPN① 

（L2 回線） 
メインサーバ拠点 第二事務所 

ギャランティ型 

１００Ｍｂｐｓ 

IP-VPN② 

（L2 回線） 

バックアップ 

サーバ拠点 
第二事務所 

ギャランティ型 

１００Ｍｂｐｓ 

   （２）メイン、バックアップサーバ拠点、第二事務所における通信回線利用に必要な機器

（回線終端装置等）の設置箇所は、当機関が指定するサーバラックとする。 

なお、当機関より提供する回線終端装置への供給電源は AC100Vとする。 

   （３）メインサーバ拠点内通信事業者配線盤から当機関専用ケージ内配線は、別途データ 

センター構内配線サービスを利用し、当該利用料を通信回線利用料に含め請求する 

こと。利用料は応札者へ別途開示するものとする。 

（４）回線は以下のパケットを透過できること。 

      ・VLANタグ 

      ・DHCPの利用によって発生するパケット（Discover、Offer、Relay Agent等） 

   （５）回線終端装置は LPT機能に対応していること。 

    

  ２．２ 調達回線品質 

通信事業者網のサービス品質保証制度「Service Level Agreement（以下「SLA」とい

う）」として次の項目の保証基準を設けており、約款又は規約に明記されていること。 

または、サービスレベル目標値「Service Level Objective(以下「SLO」）」が明記さ 

れていること（SLAまた SLO等の同等事項の明記がること。） 

（１）通信事業者網における網内遅延時間の保証基準 

   ・月間平均値が「３５ミリ秒以下」であること。 

（２）通信回線及び通信事業者網における故障回復時間の保証基準 

   ・「１時間未満」であること。 

（３）通信回線における稼働率の保証基準 

   ・「９９．７５％以上」であること。 

３． 入札金額 

入札金額は、本仕様書２項に示す回線調達に要する全ての費用とし、初期費用、月額費用の合計 

額（税込み価格）とする。なお、メインサーバ拠点におけるデータセンター構内配線サービス費用

については、別途入札参入者へ提示するものとする。 

 

４． 回線提供時期 

調達回線を２０２２年６月１日（予定）までに提供すること。 

具体的な日時は，落札者決定後協議する。 

 

５．契約期間 

利用開始日より１２カ月（通信事業者契約約款等に基づく最低利用期間）とし、以降は弊機

関からの解約申し込みがあるまで継続する。 
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６．運用管理・保守 

（１）運用管理及び保守の責任分界点は通信回線に必要な機器（終端装置等）までとする。 

（２）障害等の問合せに対する保守専用窓口（電話等）を設け、対応時間は「２４時間３６５日」 

とすること。 

（３）当機関担当者または当該回線を接続する機器の保守業者から、通信回線利用に必要な機器 

（終端装置等）の設定情報の開示や、その他、本調達通信回線に関わる各種問合せがあった 

場合は、直ちに対応し回答を行うこと。 

 （４）調達回線においては、５分平均・１日平均・１ケ月平均のトラフィックレポートが運用側 

にて取得可能なこと。 

 

７．検収条件・支払い条件 

回線提供後，当機関員による回線開通データの確認を持って検収とし、以後契約書(契約約款等) 

に基づき、契約先指定銀行口座に振込む方式もしくは当機関銀行口座より振替える方式にて利用 

料等を支払う。 

 

８．その他 

（１）本仕様書に記載されている事項について不明な点は，２０２２年２月３日１５時までに 

下記問い合わせ先へ電子メールで問い合わせることとする。 

【問合先】：keiyaku@occto.or.jp 

ウェブサイト：トップ ＞ 調達情報 

（２）各拠点において通信回線速度の変更や移転等が必要となった場合、最低利用期間以外 

での違約金が発生しないようにすること。 

（３）本仕様書に記載されていない事項については、別途指示もしくは協議事項とする。 

 

以 上 

 

 

 

 

 


